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(57)【要約】
　基準の多色パターン化表面(10)と試験アイテムの多色
パターン化表面(12)の間の視覚的に知覚された色印象の
差を計測学的に検出する方法および装置が記載される。
付随して、基準と比較された試験アイテムの色統計およ
び他の色変化率の変化、および基準と比較された試験ア
イテムのパターンの画像鮮明度の変化が、色画像カメラ
のような色能力を備えた空間センサ(24)によって決定さ
れ、かつ表示される。本発明に従って、多色パターン化
表面の視覚的に知覚された色変化の基準に対する共通変
化率が、前述の2つの変化の結合で確立される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準の多色パターン化表面(10)と試験アイテムの多色パターン化表面(12)の間の視覚的
に知覚された色印象の差を計測学的に検出する方法であって、前記試験アイテムに関連し
た評価されるべき前記表面(12)を検出する空間センサ(24)が信号を取り込み、前記取り込
まれた信号によって下記の特徴のうちの少なくとも1つが決定され、下記の特徴が前記多
色パターン化表面(12)の色特性を記述するものであり、
　付けられた様々な色の特性の統計的記述、
　表面に付けられた様々な色の幾何学的分布、
　多色パターンの1つのそれぞれの色に属している単色要素全ての形状に関連した特徴、
　多色パターンの視覚的に識別可能な要素の形状に関連した特徴、
付随して、前記パターンの画像鮮明度が前記取り込まれた信号に決定され、前記色特性を
記述する前記試験アイテムの特徴の値が前記基準の対応する予め決められた値と比較され
、前記画像鮮明度を記述する前記試験アイテムの値が前記基準の対応する予め決められた
値と比較されること、および、これらの変化が、前記色印象の視覚的に識別可能な差の計
測学的評価のために、別個の変化率として表示されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記変化率の前記別個の表示の代わりに、またはこれに加えて、前記変化率が、前記視
覚色印象に対応する共通変化率に結合され、かつ前記共通変化率として表示されることを
特徴とする、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記色特性を検出する測定値と前記画像鮮明度の測定値との結合が、パラメータ表示可
能な数学関数によって、好ましくは多項式によって行われ、その関数のパラメータが実験
的に決定されることを特徴とする、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記測定された変化率が、許容誤差閾値と比較されることを特徴とする、請求項1から3
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記画像鮮明度が、前記信号の強度から決定されることを特徴とする、請求項1から4の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記画像鮮明度が、前記信号の飽和から決定されることを特徴とする、請求項1から4の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記空間センサが、像描画色センサ(24)であることを特徴とする、請求項1から6のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　基準の多色パターン化表面(10)と試験アイテムの多色パターン化表面(12)の間の視覚的
に知覚された色印象の差の計測学的検出のための装置あって、前記試験アイテムの前記多
色パターン化表面(12)を照明するための実質的に一定の強度およびスペクトル分布を有す
る光源(25)と、前記照明された表面(12)を検出する空間センサ(24)と、前記空間センサ(2
4)の信号から計測学的な値が決定される演算ユニット(26)とを備え、前記計測学的な値が
前記多色パターン化表面(12)の色特性を記述するものであり、
　前記空間センサ(24)の信号から、前記多色パターン化表面(12)の画像鮮明度を記述する
値がさらに決定されること、および、前記色特性を記述する前記試験アイテムの値と前記
基準の対応する予め決められた値との比較で生成された変化率を表示するために、ならび
に、前記画像鮮明度を記述する前記試験アイテムの値と前記基準の対応する予め決められ
た値との比較で生成された変化率を表示するために、1つのディスプレイユニット(32、48
)がそれぞれ設けられることを特徴とする装置。
【請求項９】
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　前記像描画センサ(24)の信号を強度信号に変換する変換ユニット(40)が設けられている
ことを特徴とする、請求項8に記載の装置。
【請求項１０】
　前記像描画センサ(24)の信号を飽和信号に変換する変換ユニット(40)が設けられている
ことを特徴とする、請求項8に記載の装置。
【請求項１１】
　前記多色パターン化表面(12)の色特性を記述する下記の特徴のうちの少なくとも1つが
決定されることを特徴とする、請求項8から10のいずれか一項に記載の装置。
　付けられた様々な色の特性の統計的記述、
　表面に付けられた様々な色の幾何学的分布、
　多色パターンの1つのそれぞれの色に属している単色要素全ての形状に関連した特徴、
　多色パターンの視覚的に識別可能な要素の形状に関連した要素。
【請求項１２】
　前記空間センサが、像描画色センサ(24)であることを特徴とする、請求項8から11のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記光源(25)および前記空間センサ(24)が、測定ヘッド(27)中で結合されていることを
特徴とする、請求項8から12のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記測定ヘッド(27)が、前記測定ヘッド(27)を自動的に再較正するための較正手段を有
することを特徴とする、請求項13に記載の装置。
【請求項１５】
　ウェブの形をした平らな移動製品に関して、前記測定ヘッド(27)が、環境によってもた
らされる前記測定の品質を落とすかもしれない迷光が前記照明された表面(10、12)に達し
ない程度に前記測定ヘッド(27)が前記表面(10、12)に接近して位置付けされていることを
特徴とする、請求項13または14に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基準の多色パターン化表面と試験アイテムの多色パターン化表面の間の視覚
的に知覚された色印象の差を計測学的に検出する方法に関する。ここで、評価されるべき
表面を検出する空間センサが信号を取り込み、取り込まれた信号によって、多色パターン
化表面の色特性を記述する下記の特徴のうちの少なくとも1つが決定される。すなわち、
　・付けられた様々な色の特性の統計的記述、
　・表面に付けられた様々な色の幾何学的分布、
　・多色パターンの1つのそれぞれの色に属している単色要素全ての形状に関連した特徴
、
　・多色パターンの視覚的に識別可能な要素の形状に関連した特徴。
【０００２】
　統計的記述は、適切に選ばれた色空間で生成された色ヒストグラムおよび/またはそれ
から得られた変量、例えば平均値、分散量、および色テクスチャの分野の当業者には知ら
れている同様な記述などによって、放射分析手段を用いて行われる。
【０００３】
　本発明は、さらに、基準の多色パターン化表面と試験アイテムの多色パターン化表面の
間の視覚的に知覚された色印象の差の計測学的検出のための装置に関し、試験アイテムの
多色パターン化表面を照明するための実質的に一定の強度およびスペクトル分布を有する
光源、照明された表面を検出するための空間センサ、空間センサの信号から計測学的な値
が決定される演算ユニットを備え、この計測学的な値は多色パターン化表面の色特性を記
述する。
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【０００４】
　例えば、印刷で製造された積層ベースの床装飾物、セラミックタイル、または色パター
ン化パネルのような多色パターン化製品の色印象を生産ラインで監視することは、今日ま
で、測定技術的に見てほとんど未解決の問題であり、困難でかつ不正確でかつ労働集約的
なやり方で純粋な目視検査によって、高コストで行われている。このことの実質的な理由
は、実際には分光計または多色フィルタセンサが使用されるかどうかにかかわらず、伝統
的な測色が原理的に単色表面に限られていることにある。この伝統的な測定技術は、平均
明度、すなわちセンサまたは分光計の光学開口全体にわたった平均された明度を検出する
だけである。したがって、多色パターン化表面を測定するのに適してはいない。
【背景技術】
【０００５】
　特許文献１から、像描画センサによって、監視されることになっている多色パターン化
製品表面のカラー画像を検出し、かつ、基準の色ヒストグラムを試験アイテムの色ヒスト
グラムと比較して、多色デザインの変化を識別することが知られている。
【特許文献１】欧州特許第６９２０８９号明細書
【０００６】
　しかし、人の視覚システムの色印象は、物理的に測定可能な様々な色およびそれの発生
頻度によって決定されるだけではない。したがって、例えば積層をベースにした多色装飾
物の高度印刷において-これは多くの場合に木材または天然石のような複雑な自然表面を
模造している-、生産プロセスの不安定性は、色差または色統計量の差として計測学的に
立証できない目に見える色ずれをもたらすことが知られている。多色パターン化表面の画
像鮮明度の変化は、人の視覚システムによって、赤淡色のような色ずれとして知覚される
ことが多く、そしてそのような淡色は苦情の対象であることが、研究で明らかになってい
る。基準と比較した実際の物理的変化、すなわち、位置合せの問題またはそれぞれの印刷
ユニットで印刷された図面のゆがみに関する問題による異なる画像鮮明度は、人の目でそ
のようなものとして識別されない。
【０００７】
　画像鮮明度は、例えば、
　a)画像に含まれた空間周波数の帯域幅による、(画像鮮明度が高いほど、空間周波数ス
ペクトルに現れる空間周波数は高くなる。)
　b)強度画像の勾配による(画像鮮明度が高いほど、空間画像の明から暗への遷移は急峻
になる)、などの様々な方法によって計測学的に決定することができる。
【０００８】
　これらおよび他の方法は、光学および画像処理の分野の当業者には知られている。
【０００９】
　伝統的な平均形成測色は、空間周波数「ゼロ」すなわち構造のない平均値を記録または
取り込むだけであるので、基本的に、画像鮮明度を測定することができない。
【００１０】
　上で言及された特許文献１に記載されている、カラーカメラ画像から得られた色ヒスト
グラム間の比較は、同様に、カラー画像に含まれる空間周波数に無関係であり、したがっ
て、画像鮮明度についてどんな情報も与えない。
【００１１】
　視覚的に知覚された色ずれのある不完全な下絵の製作は、特に、これらの通常は非常に
小さな変化が顧客のところに提出された後ではじめて顕著になり、それで高い費用のかか
る返品措置を必要とする場合に、高い経済的損失を示す。
【００１２】
　これらの印刷プロセスの現在の開始手順は、その上、困難で長期にわたる。というのは
、安定性、基準との整合をそれぞれ目視検査するために、サンプル抜取りを何度も行わな
ければならないからである。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって、実際には、物理的理由が色および色の統計の変化のためか、多色パターン
化印刷像の鮮明度の変化のためかにかかわらず、生産中または生産に近い多色パターン化
図面の視覚的に知覚可能な色印象を測定し監視することができる測定方法に高い経済的か
つ技術的関心がある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　このことは、取り込まれた信号によって色特性を記述する特徴の決定に併行して画像鮮
明度が決定されること、色特性を記述する試験アイテムの特徴の値が基準の対応する予め
決められた値と比較され、かつ画像鮮明度を記述する試験アイテムの値が基準の対応する
予め決められた値と比較されること、および、これらの変化が、色印象の視覚的に識別可
能な差の計測学的評価のために別個の変化率として表示されることで、本発明に従って達
成される。
【００１５】
　試験アイテムと基準の間の変化率が、色特性および画像鮮明度を記述する特徴の両方に
関して評価され表示されるので、視覚色印象の可能な差は、等しくない画像鮮明度のため
か変化する物理的な色特性のためかと思われる。したがって、試験アイテムの視覚的に知
覚された色印象を基準のそれに適合させるように適切な処置を直ちに取ることができる。
【００１６】
　好ましい変形によれば、変化率の別個の表示の代わりに、またはこれに加えて、変化率
は、視覚色印象に対応する共通変化率に結合され、かつ共通変化率として表示される。色
特性を検出する測定値と画像鮮明度の測定値との結合は、好ましくは、パラメータ表示可
能な数学関数によって、好ましくは多項式によって行われ、その関数のパラメータは実験
的に決定されている。
【００１７】
　好ましい変形によれば、画像鮮明度は、信号の強度から決定される。パターン化表面が
空間的なやり方で検出されるので、空間画像の明暗遷移を強度信号の助けを借りて決定す
ることが可能である。画像鮮明度が高いほど、この遷移は急峻である。
【００１８】
　本発明は、さらに、実際には、物理的理由が色および色の統計の変化のためか、多色パ
ターン化印刷像の鮮明度の変化のためかにかかわらず、生産中または生産に近い多色パタ
ーン化図面の視覚的に知覚可能な色印象を測定し監視する装置を提供する。
【００１９】
　このことは、空間センサの信号から、多色パターン化表面の画像鮮明度を記述する値が
さらに決定されること、および、色特性を記述する試験アイテムの値と基準の対応する予
め決められた値との比較で生成される変化率を表示するために、ならびに、画像鮮明度を
記述する試験アイテムの値と基準の対応する予め決められた値との比較で生成される変化
率を表示するために、1つのディスプレイユニットが設けられることで、本発明に従って
達成される。
【００２０】
　さらに他の特徴および有利なデザインは、従属請求項から明らかになるであろう。
【００２１】
　以下において、例えば床積層板、家具積層板または壁パネル用の多色パターン化装飾フ
ォイルの高度な印刷を監視する具体的な例について、本方法および本装置を明らかにする
。この例は、制限する意味で理解されるべきでなく、むしろ、生産プロセスの不安定性が
生成されたパターンの鮮明度の変化を引き起こすだけでなく、物理的な色変化も引き起こ
すことがある多色パターン化表面全てに応用できるものである。このことは全ての印刷プ
ロセスで普通は起こるが、多色粒子を均質なプラスチック材料中に散在させることによる
多色パターン化表面の製造中に起きることもある。



(6) JP 2008-533435 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の概念を、図1から3によって説明する。
【００２３】
　天然の多色木材表面を模造する積層装飾物の印刷製造は、すでに僅かな生産ずれが人の
視覚システムにとって顕著な色ずれをもたらす高度多色プロセスである。図1は、適正な
演色性と適正な画像鮮明度の両方を有する一般的な多色木目を白黒表現で示す。そのよう
な木目を有する表面10は、本発明による基準の多色パターン化表面に対応する。これと比
較して、図2は、もとのままの色であるが(ここでは明快にするために)極端に誇張された
不十分な画像鮮明度を有する図1の木目を(再び白黒表現で)示す。そのような木目を有す
る表面12は、試験アイテムに属している。変更された画像鮮明度は、特に2つの影響要素
のために、すなわち、
　a)個々の圧シリンダの位置合せ(アライメント)によって、
　b)印刷ユニット中での印刷されるフォイルの膨張およびゆがみによって、
多色印刷で生じる。
【００２４】
　多色パターン化表面に関して、画像鮮明度の変化は、変化として知覚されないで、むし
ろ色ずれとして(例えば、僅かにより赤みがかった粒状物として)見えてくるのが、人の色
知覚の特質である。したがって、実際の理由は、顔料の彩色、色合成または色彩恒常のた
めではなく、全くほかに、実際には印刷ユニットの変えられた位置合せまたは印刷フォイ
ルの異なるゆがみにあるけれども、製品受け入れ中に色の欠陥についてクレームがつけら
れる。
【００２５】
　したがって、生産内で実際の物理的な原因を計測学的に検出することが極めて重要であ
る。
【００２６】
　好ましい例によって、図3は、本発明に従った個々の方法ステップおよび本発明に従っ
た装置の構成要素を明らかにする。矢印の方向に左から右に動かされ木材状パターンを多
色で印刷される装飾紙20の部分22が、色能力を有するラインカメラ(いくつかの隣接する
個別の色センサの配列)のような色能力を備えた像描画センサ24で走査される。印刷され
た装飾紙20は、実質的に一定の強度およびスペクトル分布を有する光源25で照明される。
演算ユニット26で、また画像処理で知られている方法を用いて、多色デザインの統計的な
記述、例えば色ヒストグラムが、取り込まれた色信号から連続的に計算され、その色ヒス
トグラムが比較ユニット30でユニット28に格納された基準ヒストグラムと比較される。基
準と試験アイテムの色ヒストグラムの比較で生成された変化率がディスプレイ32に表示さ
れる。
【００２７】
　好ましい装置に従って、光源25および像描画色センサ24は、測定ヘッド27中で結合され
ている。測定ヘッド27は、それの自動再較正のために較正手段を有するのが好ましい。ウ
ェブの形をした平らな移動製品では、測定ヘッド27は、好ましくは、環境によってもたら
されるから来て、測定の品質を落とすかもしれない迷光が照明された表面に達しない程度
に表面に接近するように位置付けされる。
【００２８】
　像描画センサ24からの信号は、例えば、IHS色空間に変換することができる(I=「強度」
、H=「色相」、S=「飽和度」)。色制御は、3次元IHS空間の散乱図としての様々な色ベク
トルの表現で行うことができる。個々の色ベクトルの発生頻度は、他のパラメータとして
考慮に入れることができる。これに加えて、または代わりに、付けられた色の特性の統計
的記述のために、平均値およびパラメータからの分散量のような変量を得ることが可能で
ある。
【００２９】
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　付けられる様々な色の特性の統計的な記述の代わりに、またはこれに加えて、また、取
り込まれた信号によって、例えば局部的な濃淡処置で表面に付けられた様々な色パターン
の幾何学的分布を決定することが可能である。幾何学的分布を記述するための1つの可能
なパラメータは、色パターンの局部的な方向、または当業者には知られている他の同様な
幾何学的なテクスチャ特性である。また、多色パターンのそれぞれ1つの色に全て属して
いる単色要素の形に関連した特徴および/または多色パターンの視覚的に識別可能な要素
の形に関連した特徴を決定することが可能である。
【００３０】
　これに併行して、変換ユニット40は、色信号を強度信号に変換し、この強度信号から、
第2の演算ユニット42は、光学および画像処理で知られている方法を用いて、印刷像の鮮
明度の測定された量を連続的に決定し、この測定された量は、第2の比較ユニット46で、
第2のユニット44に格納された基準値と比較される。基準と試験アイテムの値の比較で実
現された変化率が、第2のディスプレイ48によって表示される。
【００３１】
　多色デザインの変動および画像鮮明度の変化の並列表現によって、変化およびその原因
を生産中に直ちに明らかにすることが可能である。
【００３２】
　また、表面全体または評価すべき表面の切り抜きだけを検出するいくつかの空間センサ
を設けることも可能である。
【００３３】
　信号の強度によって画像鮮明度を決定する代わりに、信号の飽和を使用してこれを達成
することもできる。そのとき、像描画センサ24の信号は、飽和信号として存在し、または
変換ユニット40で飽和信号に変換され、この飽和信号から、演算ユニット42は、光学およ
び画像処理で知られている方法を用いて、印刷像の鮮明度の目安を連続的に決定し、かつ
それを格納された基準値と比較する。
【００３４】
　設定手順を促進し具体化することができるのは、両方の変化の計測学的表示によってい
る。現在、停止が何度も行われ、サンプルが切り出されそして基準と視覚的に比較され、
そして色合せ調整が最終的に達成されるまで数多くの影響パラメータが繰り返し調整され
るような具合に、連続した装飾ウェブの新しい印刷の仕事は構成されている。この手順は
、非常に長く費用がかかり、かつそれぞれの人の熟練に大きく依存している。印刷の最終
的なリリースは、まだドキュメンテーションが不十分であり、危険である。
【００３５】
　変化率の別個の表示32および48の代わりに、またはこれに加えて、色変化の視覚的な知
覚にできるだけ良く一致した結果として生じた変化率が生成されるように、色変化率と画
像鮮明度変化率は結合される。色変化率と画像鮮明度変化率は、数学関数によって、好ま
しくはパラメータ表示可能な数学関数によって、特に多項式によって結合され、その関数
のパラメータは実験的に決定される。
【００３６】
　さらに他の好ましい変形に従って、測定された変化率は許容誤差閾値と比較される。こ
のようにして、あまりにもめったに起こらないので欠陥とみなすことができるそんなベク
トルを自動的に排除することは、簡単な閾値操作で可能である。また、色相軸に沿ってア
ウトライアを識別し、それらを色制御から排除することも許容誤差閾値によって可能であ
り、そのアウトライアは、例えば、しるしまたはラベルのような異なる色を有しパターン
に属さないゾーンのはみ出しによっている。
【００３７】
　これまで説明された積層装飾紙の多色パターン化印刷の監視は、例として理解されるべ
きである。基本的に、視覚的に知覚される色印象の変化が多色パターン化印刷の鮮明度に
も依存することは、全ての多色パターン化表面に当てはまる。したがって、本発明の概念
は、多色パターン化表面が印刷かまたは他の方法によって製造されたかどうかに関係なく
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ての多色パターン化表面に適用することができる。また、本発明の概念は、工学によって
生産されない、例えば天然石、大理石材料、天然材木のような自然起源を有するそのよう
な表面の評価および比較にも適用することができる。というのは、ここで再び、視覚色印
象は、多色デザインの統計およびパターンの鮮明度によって影響されるからである。
【００３８】
　画像鮮明度の測定を除いて、本発明は、色変化の物理的な評価のためにただ単に色ヒス
トグラムを測定することに限定されない。カラー画像処理の分野の当業者には知られてい
ることであるが、例えば全く同一の色に属するパターン部分の局部的な分布、および全く
同一の色に属するパターン形状の形に関連した特徴のような他の変量、ならびにそれの統
計が、視覚的な色知覚に影響を及ぼす。本発明の実質的な概念は、厳密な意味で画像のむ
しろ幾何学的な特性でありこれらの色特性に物理的に依存しない画像鮮明度が特に測定さ
れることである。というのは、画像鮮明度は、見る人の視覚システムで幾何学的な特性と
してではなく色特性として知覚されるからである。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】木材表面を模造する床積層板用の多色装飾フォイルのパターンを白黒表現で模式
的に示す図である。
【図２】例えば個々の印刷段階の不完全な位置合せおよび/または印刷段階での印刷紙の
局部的なゆがみによって生じた図1のパターンの画像鮮明度の減少を、非常に誇張された
表現で、白黒表現で示す図である。
【図３】どのようにして装飾フォイルの切り抜きがカラーカメラによって空間的なやり方
で検出され、そのカメラの画像信号から色統計値が得られ、付随してその色統計値が基準
と比較されるか、どのようにして変化率が表示されるのか、どのようにして局部画像鮮明
度の測定された量が復元された強度画像から得られ、基準と比較されるか、および、どの
ようにして画像鮮明度の差を記述する変化率が表示されるかを例示的に示す図である。
【符号の説明】
【００４０】
　10、12　多色パターン化表面
　24　像描画センサ、空間センサ
　25　光源
　26　演算ユニット
　27　測定ヘッド
　32、48　ディスプレイユニット
　40　変換ユニット
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